
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎契約社員Ａ ２．２ヶ月 

◎契約社員Ｂ 継続雇用期間及び従事する業務に 

基づき定めた額 

◎臨時雇用員 継続雇用期間及び調査期間内における 

稼働時間に基づき定めた額 

◎支給日 ６月２７日（火）以降準備でき次第 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増収減益決算と支給額が低下する世間相場のなかで交渉を重ねていた 2017 年度夏季

手当について、交渉団は組合員の日々の奮闘と努力で生み出した昨年に続く好業績に

報いる回答を求め、会社と厳しい交渉を積み重ねてきました。本日夏季手当について

昨年を上回る回答と契約社員Ｂ・臨時雇用員への加算を引き出し、妥結を行いました。 
   

各職場・各機関からの多くの激励ありがとうございました！ 

引き続き 17 春闘交渉経過を踏まえた申 16 号「格差是正・諸手

当改善」について塩浜緊急集会を通じた議論を高めよう！！ 
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   夏季手当妥結！ 
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